
（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）１１

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
旨
を
通
知
し
た
次
の
保
安
林

に
つ
い
て
、
当
該
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法

第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所
等

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
在
が
不
分
明
な

通
知
の
相
手
方

掲
示
場
所

八
王
子
市
南
浅
川
町
二
八

三
七
番
三

大
久
保
朋
哉

八
王
子
市

役
所

二

通
知
の
要
旨

㈠

一
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
旨
を

告
示
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
る
。

㈡

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
農
林
水

産
省
告
示
第
百
三
十
八
号
の
と
お
り
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
三
号

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） １２

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
管
理

規
程
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
支
出
予
算
整
理
簿
」
を
「
支
出
予
算
執
行
計

画
整
理
簿
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号

と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
会
計
伝
票
」
の
下
に
「
及
び
支
出
命
令
書

（
以
下
「
会
計
伝
票
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定

中
「
会
計
伝
票
」
を
「
会
計
伝
票
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

４

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
（
局
が
行
う
財
務
会
計
に
関
す
る
事
務
を

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
処
理
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
に
登
録
し
た
会
計
伝
票
等
の
内
容
を
訂

正
す
る
場
合
は
、
発
行
者
は
、
変
更
の
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
内
容
に
限
り
、
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
り
訂
正
を
行
う
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
会
計
伝
票
」
を
「
会
計
伝
票
等
」
に
改

め
、
同
条
中
「
会
計
伝
票
」
を
「
会
計
伝
票
等
」
に
、
「
振
替
伝

票
」
を
「
会
計
伝
票
等
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
会
計
伝
票
」
を
「
会
計
伝

票
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
支
払
伝
票
」
を
「
支
出
命
令
書
」
に
改

め
る
。

第
二
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
会
計
伝
票
」
を
「
会
計

伝
票
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
会
計
伝
票
」
を
「
会
計
伝
票
等
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
で
き
る
」
の
下
に
「
ほ
か
、
財
務

会
計
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
た
会
計
伝
票
等
、
帳
票
等
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
及
び
第
四
十
六
条
中
「
支
払
伝
票
」
を
「
支
出
命
令

書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
支
出
命
令
書
発
行
要
件
）
」
に
改

め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
支
払
伝
票
」
を
「
支
出
命
令

書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
払
伝
票
」
を
「
支
出
命
令
書
」

に
改
め
、
「
の
余
白
」
を
削
る
。

第
四
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
の
三
第
三
項
並

び
に
第
五
十
七
条
第
九
項
及
び
第
十
項
中
「
支
払
伝
票
」
を
「
支
出

命
令
書
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
見
出
し
中
「
支
払
伝
票
」
を
「
支
出
命
令
書
」
に

改
め
、
同
条
中
「
支
払
伝
票
」
を
「
支
出
命
令
書
」
に
改
め
、
「
上

部
余
白
に
」
を
削
る
。

第
六
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
六
十
四
条
中
「
支
払

伝
票
」
を
「
支
出
命
令
書
」
に
改
め
る
。

別
記
附
属
様
式
目
次
中
「第

２
号
様
式
収
入
調
定
月
報
（
第

４
条
関
係
）

」
を
「第

２
号
様
式
収
入
調
定
月
報
（
第
４
条
、

第
６
条
、
第
１９８条

関
係
）

」
に
、
「第

１７号
様
式
収
入
調
定
月

報
（
第
６
条
関
係
）

」
を
「第

１７号
様
式
削
除

」
に
、
「第

１７

号
様
式
の
２
支
出
予
算
整
理
簿
（
第
６
条
関
係
）

」
を
「第

１７

号
様
式
の
２
支
出
予
算
執
行
計
画
整
理
簿
（
第
６
条
関
係
）

」

に
、
「第

１９号
様
式
収
入
徴
収
簿
（
第
６
条
関
係
）

」
を
「第

１９号
様
式
削
除

」
に
、
「第

２１号
様
式
工
事
費
内
訳
整
理
簿

（
第
６
条
関
係
）

」
を
「第

２１号
様
式
削
除

」
に
、
「第

２９号
様

式
支
払
伝
票
（
第
１１条

関
係
）

」
を
「第

２９号
様
式
支
払
伝

票
兼
支
出
命
令
書
（
第
１１条

関
係
）

」
に
、
「第

４８号
様
式
の
２

公
共
料
金
等
前
渡
金
支
払
調
書
（
第
５４条

、
第
５５条

関
係
）

」

を
「第

４８号
様
式
の
２
削
除

」
に
、
「第

９０号
様
式
の
４
水
道

事
業
資
金
予
定
報
告
書

（
第
１８７条

関
係
）

」
を
「第

９０号
様
式

の
４
削
除

」
に
、
「第

９１号
様
式
収
入
調
定
月
報
（
第
１９８

条
関
係
）

」
を
「第

９１号
様
式

削
除

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）１３



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） １４



（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）１５

別
記
第
八
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） １６



（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）１７

別
記
第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） １８

別
記
第
十
五
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。



（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）１９



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） ２０

別
記
第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１７号

様
式

削
除

別
記
第
十
七
号
様
式
の
二
及
び
第
十
七
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。



（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）２１

別
記
第
十
七
号
様
式
の
三
（
そ
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１７号

様
式
の
３
（
そ
の
２
）
削
除

別
記
第
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１９号

様
式
削
除

別
記
第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２１号

様
式
削
除

別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） ２２

別
記
第
二
十
八
号
様
式
（
そ
の
二
）
か
ら
第
三
十
号
様
式
（
そ
の

三
）
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）２３



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） ２４



（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）２５



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） ２６

別
記
第
三
十
号
様
式
（
そ
の
四
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３０号

様
式
（
そ
の
４
）

削
除

別
記
第
三
十
一
号
様
式
及
び
第
三
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。



（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）２７

別
記
第
四
十
八
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
４８号

様
式
の
２
削
除

別
記
第
九
十
号
様
式
及
び
第
九
十
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） ２８



（第18510号）東 京 都 公 報令和8年3月23日（月曜日）２９

別
記
第
九
十
号
様
式
の
四
及
び
第
九
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

第
９０号

様
式
の
４
及
び
第
９１号

様
式

削
除

別
記
第
九
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和8年3月23日（月曜日）東 京 都 公 報（第18510号） ３０

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
規
定

は
、
令
和
八
年
度
の
事
業
年
度
か
ら
適
用
し
、
令
和
七
年
度
以
前

の
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

水
道
局
財
務
規
程
の
様
式
（
こ
の
規
程
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
当
分
の

間
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
一
号

昭
和
四
十
六
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
十
五
号
（
東
京
都
水
道
局

出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

二
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
表
㈠
納
入
者
か
ら
公
金
を
収
納
す
る
事

務
を
行
う
機
関
の
部
株
式
会
社
岩
手
銀
行
の
項
、
株
式
会
社
山
陰
合

同
銀
行
の
項
及
び
株
式
会
社
青
森
み
ち
の
く
銀
行
の
項
を
削
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

九
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


